
令和 3 年 10 月 6 日 

 

中四国学生弓道連盟 

委員長 越後 雄介 

 

中四国学生弓道連盟規約第 69 条～71 条記載漏れの報告とお詫び 

 

平素より本学連の活動にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

さて、表題の件につきまして、令和 2 年 10 月 18 日改定の本学連規約において、令和元

年度中四国学生弓道連盟代表者会議で決議されました規約第 69 条～71 条の記載漏れがご

ざいました。加盟校の皆様並びに関係者の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしてしまい大変

申し訳ございませんでした。現在 HP に掲載中の「令和３年 8 月 22 日改正版」では追記対

応済みでございます。このような事態が起こらないよう、細心の注意を払い学連運営に努め

てまいりますので、今後とも中四国学生弓道連盟をよろしくお願い申し上げます。 


